
厚生労働大臣の定める掲示事項 
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 

医療情報取得加算について 

 当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、当該保険医療機関を受診した患者さまに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報 

その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。 

 

電子的診療情報連携体制整備加算 1について 

 当院は、以下の医療 DX 推進の体制を通じて、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。 

 電子カルテ情報共有サービスの取り組みを実施してまいります。（今後導入予定です。） 

  ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施して 

いる。 

   イ マイナ保険証を促進する等、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。 

   ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療 DX にかかる取り組みを実施している。 

 

 情報通信機器を用いた診療について 

  当院は、指導に基づき情報通信機器を用いた診療の初診において麻薬や向精神薬を処方することはできません。また、基礎疾患等の情報 

が把握できていない患者さまに対する、特に安全管理が必要な薬品（精神神経用剤・糖尿病用剤等）の処方は 7日を上限とします。 

 

 生活習慣病管理料について 

  当院は、28 日以上の長期処方、又はリフィル処方箋の交付を行っています。 

  ※患者さまの状態に応じ、医師が可能と判断した場合のみ 

 

 地域包括診療加算 / 認知症地域包括診療加算について 

  当院は、患者さまの「健康相談・予防接種に関する相談・介護保険制度の利用に関する相談」への対応を行っています。 

  介護支援専門員・相談支援専門員からの相談には適時対応しております。 

  患者さまの状態に応じて、28 日以上の長期処方、又はリフィル処方箋の交付を行っています。 

 



  
明細書発行体制について 

当院は、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分か 

る明細書を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。 
 
一般名処方加算について 

  当院は、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があ 

ります。特定の医薬品の供給が不足した場合であっても患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。 

お薬についてご不明・ご心配ごとがありましたら、お気軽に医師にご相談ください。 

 
時間外対応体制加算 3 について 

 当院は、継続的に受診している患者様からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間において対応出来る体制をとっ 

ています。休診日、深夜及び休日等においては留守番電話等による対応となります。 

 
ニコチン依存症管理料について 

 当院は、ニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙の為の治療的サポートをする禁煙外来を行っております。施設内は全面禁煙に 

なっております。 

 
 外来感染対策向上加算 / 発熱患者等対応加算について 

  当院では院内感染防止対策として、必要に応じて以下のような取り組みを行っています。 

   
  ・当院は自治体の要請に応じ、新興感染症の発生時に発熱患者の診療を行う「第二種協定指定医療機関」として指定されています。 

  ・感染管理者である院長が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進します。 

  ・院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年 2 回実施します。 

  ・感染性の高い（インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など）が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを 

   確保して対応します。 

  ・標準的感染予防を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。 

  ・感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。 

 



 
在宅医療情報連携加算について 

  当院は、在宅での療養を行っている患者さまの診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保 

健医療機関と連携する他の保健医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若 

しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは 

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等（以下「連携機関」という。）と ICT を用いて共有し、当該情報について常に確認でき 

る体制を有している医療機関です。 

 

連携機関の名称 種類 

ガイア訪問看護ステーション鎌倉 訪問看護 

訪問看護ステーションはぴけあ鎌倉 訪問看護 

ふれあいの泉 居宅介護支援 

あさひ訪問看護・介護ステーション 居宅介護支援 

すばる中央薬局大船店 薬局 

 

 
機能強化加算について 

当院は、機能強化加算を算定している医療機関として、地域における「かかりつけ医」機能を担うため、以下の取組を行っています。 
 

・他の医療機関の受診状況および処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。 

・必要に応じて、専門的な医療を必要とする場合に、適切な医療機関をご紹介します。 

・健康診断や検診の結果に関するご相談、健康管理上のご相談に応じます。 

・介護・福祉サービスに関するご相談についても、必要に応じて関係機関と連携してご案内します。 

・夜間・休日等の問い合わせへの対応を行っております。 
 

※かかりつけ医機能を有する医療機関は、厚生労働省や各都道府県のホームページに掲載されている「医療機能情報提供制度」のページ

から検索できます。 
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